
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際
は
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

令
和
８
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

�　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」
と
、
被
保
険
者
ご
と
の
所
得

に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計

し
て
、
個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

※�

保
険
料
率
は
、2
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

子
ど
も
子
育
て
支
援
納
付
金
分（
子
ど
も
分
）

は
令
和
9
年
度
に
見
直
し
予
定
で
す
。

※�

茨
城
県
内
の
保
険
料
率
は
均
一
で
す
。

※�

保
険
料
の
賦
課
限
度
額
（
上
限
）
は
、
医

療
分
が
85
万
円
、
子
ど
も
分
が
２
万
１
千

円
で
す
。

※�

子
ど
も
分
は
、
令
和
8
年
４
月
分
か
ら
従

来
の
保
険
料
（
医
療
分
）
と
あ
わ
せ
て
お

支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

【
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
】

　

�　
全
て
の
世
代
や
企
業
の
み
な
さ
ま
か
ら

支
援
金
を
拠
出
い
た
だ
き
、
子
育
て
施
策

の
拡
充
に
充
て
る
も
の
で
、
子
ど
も
や
子

育
て
世
帯
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で

す
。

・
な
ぜ
独
身
者
や
高
齢
者
も
支
払
う
の
か

　

�　
子
ど
も
た
ち
は
成
長
し
、
や
が
て
社
会

保
障
制
度
の
担
い
手
と
な
り
ま
す
。
子
ど

も
の
育
ち
を
支
え
る
支
援
金
制
度
は
全
て

の
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、
独
身
者

や
高
齢
者
な
ど
に
加
え
、
企
業
も
含
め
た

社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
い
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
保
険
年
金
課　
後
期
医
療
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
５
）

区　　　分 均等割額 所得割率

医　療　分 ４９，５００円 ９．３２％

子ども子育て支援納付金分
（子ども分）

　１，４００円 ０．２８％

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

　
身
体
障
が
い
者
な
ど
が
所
有
も
し
く
は
使

用
す
る
軽
自
動
車
な
ど
に
つ
い
て
、
軽
自
動

車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※�

自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
は
、

軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

□�

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育

手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

□�

「
対
象
車
両
を
運
転
す
る
方
」
の
運
転
免

許
証
ま
た
は
マ
イ
ナ
免
許
証

※�

マ
イ
ナ
免
許
証
の
場
合
は
、「
マ
イ
ナ
免

許
証
ア
プ
リ
」
で
読
み
取
っ
た
「
マ
イ
ナ

免
許
証
の
免
許
情
報
」
の
画
面
の
提
示
も

し
く
は
「
マ
イ
ナ
免
許
証
の
免
許
情
報
」

を
印
刷
し
た
も
の
が
必
要
で
す
。

�

□�

車
検
が
あ
る
も
の
は
自
動
車
検
査
証

　
（
軽
二
輪
に
つ
い
て
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
）

□
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

　
※
納
め
な
い
で
く
だ
さ
い

□�

障
が
い
者
の
方
の
利
用
の
た
め
に
改
造
さ

れ
た
も
の
は
、
写
真
な
ど
構
造
が
わ
か
る

も
の

▼
申
請
受
付
期
間

　

�　
５
月
中
旬
に
町
が
発
行
す
る
軽
自
動
車

税
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
、
6

月
１
日
㈪
（
納
期
限
）
ま
で
で
す
。
納
期

限
を
過
ぎ
て
か
ら
の
申
請
は
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

　
　
税
務
課　
町
民
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３
）

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 １級～４級の各級

特別項症から第４項症までの各項症聴覚障害 ２級および３級
平衡機能障害 ３級

音声機能障害
３級（喉頭摘出による音声機能、
言語機能またはそしゃく機能の
障がいがある場合に限る。）

特別項症から第２項症までの各項症（喉頭摘出に
よる音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障
がいがある場合に限る。）

上肢不自由 １級および２級 特別項症から第３項症までの各項症

下肢不自由
障がいのある方が運転する場合 １級～６級の各級 特別項症から第６項症までの各項症および

第 1 款症から第 3 款症までの各款症
生計を一にする方または常時介護す
る方が運転する場合 １級～３級の各級 特別項症から第３項症までの各項症

体幹不自由
障がいのある方が運転する場合 １級～３級の各級および５級 特別項症から第６項症までの各項症および

第 1 款症から第 3 款症までの各款症
生計を一にする方または常時介護す
る方が運転する場合 １級～３級の各級 特別項症から第４項症までの各項症

乳幼児期以前の非進
行性脳病変による運
動機能障害

上肢機能 １級および２級

移動機能 １級～６級の各級
心臓機能障害

１級および３級 特別項症から第３項症までの各項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸の機能障害
免疫機能障害

１級～３級の各級
肝臓機能障害
療育手帳 「Ⓐ」または「Ａ」

精神障害者保健福祉手帳
１級で次のいずれかに該当する方
・自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方
・医療福祉費受給者証（マル福）をお持ちの方
・障がいの治療のため通院している方

○�

対
象
車
両
は
全
て
、
身
体
障
が
い
者
な
ど

の
通
学
、
通
院
、
通
所
ま
た
は
仕
事
の
た

め
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

○�

障
が
い
者
を
常
時
介
護
す
る
方
が
軽
自
動

車
な
ど
を
運
転
す
る
場
合
は
、
障
が
い
者

本
人
が
所
有
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

○�

自
動
車
検
査
証
ま
た
は
軽
自
動
車
届
出
済

証
に
事
業
用
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

○�

障
が
い
者
の
方
の
利
用
の
た
め
に
改
造
さ

れ
た
軽
自
動
車
な
ど
は
、
利
用
す
る
方
の

障
が
い
の
程
度
に
よ
ら
ず
減
免
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

※�

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免
に
つ

い
て
は
、
土
浦
県
税
事
務
所
稲
敷
支
所

　
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
☎
０
２
９
‐
８
９
２
‐
６
１
１
１　

▼
対
象
お
よ
び
範
囲

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
全
国
の
年
金
事
務

所
や
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
で
年
金
相
談
の
予

約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
年
金
事
務
所
な
ど
の
窓
口
で
年
金
請
求
の

手
続
き
や
、
受
給
し
て
い
る
年
金
に
つ
い
て

の
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
ぜ
ひ
、
予
約
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
予
約
受
付
専
用
電
話
】

　

�

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
８
９
０

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※�

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に

な
る
場
合
は
☎
０
３
‐
６
６
３
１
‐

７
５
２
１
︵
一
般
電
話
）

※�

予
約
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る

も
の
（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
や
年
金
手

帳
な
ど
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※�

予
約
相
談
希
望
日
の
前
日
ま
で
受
け
付
け

ま
す
。

▼
受
付
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
（
土・日
曜
日
、祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
）

▼
予
約
相
談
の
メ
リ
ッ
ト

・�

お
客
さ
ま
の
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
、
ス

ム
ー
ズ
に
相
談
で
き
ま
す
。

・�

相
談
内
容
に
合
っ
た
ス
タ
ッ
フ
が
、
事
前

に
準
備
し
た
上
で
対
応
し
ま
す
。

▼
予
約
相
談
の
実
施
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
月
～
金
曜
日
）

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時（
土
曜
日
開
所
日
）

　
午
前
９
時
～
午
後
６
時
（
延
長
開
所
日
）

※�

土
曜
日
開
所
日
お
よ
び
延
長
開
所
日
は
、

一
部
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
予
約
相

談
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
予
約
相
談
可

能
な
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
予
約
】

　

�　
老
齢
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
・

未
支
給
年
金
の
請
求
に
関
す
る
手
続
き
の

予
約
が
で
き
ま
す
。

▼
受
付
時
間

　
午
前
８
時
～
午
後
11
時
30
分
（
全
日
）

※�

「
老
齢
年
金
請
求
書
」
の
受
け
付
け
は
誕

生
日
の
前
日
か
ら
可
能
で
す
。
希
望
す
る

方
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
専
用
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

・�

土
浦
年
金
事
務
所　

　

�（
土
浦
市
小
松
１
‐
３
‐
33
ハ
ト
リ
ビ
ル

1
・
2
階
）

　
☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０

※
自
動
音
声
に
従
っ
て（
1
）の
あ
と
に（
２
）

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

暮らしの情報欄

区　　分 軽自動車などの所有者 軽自動車などの運転者

身体
障がい者

18 歳
以上 本人 本人

生計を一にする方
または常時介護する方

18 歳
未満

本人または
生計を一にする方

戦傷病者 本人 本人

生計を一にする方
または常時介護する方

知的障がい者 本人または
生計を一にする方精神障がい者

1213 令和 8年 5月（No.746）令和 8年 5月（No.746）


